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○栃木市景観重要建造物等保全補助金交付要綱 

平成２７年３月２６日 

告示第１２９号 

（趣旨） 

第１条 市の交付する栃木市景観重要建造物等保全補助金（以下「補助金」という。）については、栃

木市補助金等交付規則（平成２２年栃木市規則第５６号。以下「規則」という。）に規定するものの

ほか、この告示の定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この告示は、栃木市景観条例（平成２６年栃木市条例第５９号）第２０条の規定に基づき、景

観重要建造物又は景観重要樹木の保全に係る経費の一部について補助することにより、その景観を保

全し、資源として活用し、良好な景観を形成することを目的とする。 

（定義） 

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 景観重要建造物 景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）第１９条第１項

に規定する景観重要建造物をいう。 

(2) 景観重要樹木 法第２８条第１項に規定する景観重要樹木をいう。 

(3) 景観重要建造物等 景観重要建造物及び景観重要樹木をいう。 

（交付の対象等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に定める事業と

し、補助金の額は、同表の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の額の算定に１０，０００円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てる。 

（交付の申請） 

第５条 規則第４条の規定により、補助金等交付申請書に添える書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 景観重要建造物等の保全に係る業務委託その他の見積書及び契約書の写し 

(4) 景観重要建造物等の現況写真 

(5) 位置図及び配置図 

(6) 景観重要建造物等の現況平面図、立面図及び保全又は保存に係る工事図面 

２ 補助は、１景観重要建造物等につき１補助とする。ただし、第１０条に規定する期間を過ぎた景観

重要建造物保全事業及び景観重要樹木保全事業については、この限りでない。 

（補助金の請求） 

第６条 補助事業者は、次条第１項に規定する検査の後、規則第９条の規定により請求できるものとす
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る。 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は、規則第１０条の規定により、当該補助事業が完了したときは、次項に掲げる書

類を添え事業の実績を市長に報告し、当該補助事業の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合し

ているか検査を受けなければならない。 

２ 規則第１０条の規定により、補助事業等実績報告書に添える書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業実績書 

(2) 収支決算書 

(3) 補助対象経費の領収書の写し 

(4) 竣工写真 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による検査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、補助金を交付することができるものとする。 

（措置命令） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定による検査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助事業者に命じることができる。 

（処分の制限） 

第１０条 規則第１４条ただし書の規定により、市長が定める期間は、次のとおりとする。 

(1) 景観重要建造物 １５年 

(2) 景観重要樹木 ５年 

（補則） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

区分 補助事業 補助金の額 

名称 摘要 

景観重要建

造物 

景観重要建造物保

全事業 

景観重要建造物の外観を保全

するために必要な事業 

５００万円を限度とし、補助事業に要す

る経費の３分の２以内の額 

景観重要建造物保

存事業 

倒壊のおそれがある景観重要

建造物を保存するために必要

な事業 

１００万円を限度とし、補助事業に要す

る経費の３分の２以内の額 

景観重要樹

木 

景観重要樹木保全

事業 

景観重要樹木の樹容を保全す

るために必要な事業 

５０万円を限度とし、補助事業に要する

経費の３分の２以内の額 



3/3 

景観重要樹木保存

事業 

枯損のおそれがある景観重要

樹木を保存するために必要な

事業 

５０万円を限度とし、補助事業に要する

経費の３分の２以内の額 

備考 限度額には消費税及び地方消費税相当額を含む。 

 


